
「基本計画第４章 推進体制」に係る重点的な施策の推進

１ 安全・安心に係る取組事例の共有化

２ 共助活動のモデル事例の創出

○県ホームページに各部局の取組状況を伝える写真及びその説明を掲載

※イメージは別紙のとおり

○今後、県各部局に取組状況のわかる写真等の提供を依頼し、令和４年度中

にホームページに掲載予定

○新規事業として「安全で安心な県づくり促進事業」を創設し、共助

活動の知見のある大学に委託し、町内会での共助に係るモデル事例

を創出する。

○福島大学及び郡山女子大学に委託し、それぞれ伊達市及び三春町に

おいて地区防災計画策定の支援を実施している。

○地区防災計画策定までの取組を撮影・編集し、作成までのポイントを

わかりやすくまとめた動画を作成する。また、その動画を公表し、来年度

以降の他市町村への波及効果を生ませる。

基本計画第４章では安全で安心な県づくりを推進していくための体制につい

て記載されており、自助・共助の取組に向けた各主体との協働を効果的に進め

るとともに、活動を活性化させる環境整備を強化するため、以下の取組を進め

ることとしています。

資料４
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○地区防災計画とは

 県内で大きな被害が予想される災害が発生した場合に、被害を最小限に抑え

るためには、行政などによる「公助」に加え、自らの命は自ら守る「自助」、

地域の安全を地区住民が助け合って守る「共助」の３つ全てが連携・協働する

ことが重要です。

 地区防災計画は、地域で助け合い、支え合いながら、災害からみんなが助か

るための「共助」の計画で、災害時に備え、防災マップや地区で活動する組織

体制など、地区の特性に応じた項目を計画に盛り込みます。

○事業スキーム

地区防災計画の策定を促進するため、県が専門的な知見を有する大学（福島

大学、郡山女子大学）に委託し、伊達市及び三春町の町内会に対して策定に向

けた支援を行うものです。

安全で安心な県づくり促進事業による地区防災計画策定
に向けた支援について

大学福島県

伊達市

三春町

町内会

委託

連絡調整

計画策定支援

連絡調整
連絡調整

連絡調整
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下記のとおり取組を進め、地区防災計画の策定を目指しています。

②

⑤ 　計画策定

③

ワークショップ(数回）

地区で活動する組織の体制など、平常時、災害時両方での住

民の役割を考えます。

④

地区防災計画のとりまとめ

これまでのまち歩きやワークショップで確認した内容をとり

まとめて計画書にします。

○取組内容

①

事前打ち合わせ

まち歩きやワークショップなどの日程などを決めます。

まち歩き

 実際に自分が住む地区を歩いてみて、地区内の自然、施

設、人、災害時に危険なところ等を記録する作業です。
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